
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　糸通し具を用いて釣り糸が内部に挿通される中通し竿であって、
　外周面に形成され前記釣り糸を内部に導入するための糸導入口と、内部に形成され前記
釣り糸を挿通するための内部経路とを有する竿体と、

　前記内部経路内に配置され、前記糸導入口から導入された釣り糸を前記内部経路に案内
するための糸案内リングと、
　前記竿体の内部に設けられ、前記糸導入口から導入された前記糸通し具の先端を前記糸
案内リングに案内するための糸通し具案内部と、

中通し竿。
【請求項２】
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　前記竿体に固定される舌片状の前固定部および後固定部と、前記前固定部および前記後
固定部を連結し前記糸導入口の上方に位置する連結部とを有し、リールからの釣り糸を前
記糸導入口に案内する糸導入ガイドと、

　前記糸案内リングを装着するために先端側内周に設けられたリング装着部と、前記糸導
入口に対向可能に外周面に形成された開口とを有し、前記糸導入口が形成された竿体内部
に装着された中空体と、
を備え、
　前記糸通し具案内部は、前記中空体の内周面の前記リング装着部後方に形成されており
、前記リング装着部に向かって先細り形状となっている、



　前記中空体の竿尻側の端部を封止する中栓をさらに備える、
請求項１に記載の中通し竿。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、釣り竿、特に、糸通し具を用いて釣り糸が内部に挿通される中通し竿に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
　中通し竿は、竿体内部に釣り糸が挿通する内部経路を有するとともに、手元側に内部経
路内に釣り糸を導入するための糸導入口を有し、さらに穂先先端には釣り糸を外部に導き
出す糸導出口を有している。この内部経路の前端には、釣り糸の摩擦抵抗を減らすために
、内部経路より小さい内径の糸案内リングが装着されている。このような中通し竿では、
リールからの釣り糸は糸導入口を通して竿体内部の内部経路に導入され、さらに穂先の糸
導出口から外部に導出される。
【０００３】
　この種の中通し竿において、糸導入口を通して内部経路に釣り糸を導入し、さらに糸導
出口から取り出すために糸通し具が用いられる。糸通し具は、複数の素線をよって形成さ
れたワイヤで構成されている。このワイヤの後端には、釣り糸を係止する糸止め部が設け
られている。また、ワイヤの先端には、ワイヤの素線が広がるのを防止するためにキャッ
プが固定されている。
【０００４】
　このような糸通し具を用いて釣り糸を中通し竿に通す場合は、まず、糸通し具の糸止め
部に釣り糸を係止する。次に、糸通し具の先端を手元側竿体の糸導入口から糸案内リング
を通して内部経路に挿入する。そして、糸通し具を押すことで穂先側に送っていき、糸通
し具の先端を穂先の糸導出口から外部に導出する。その後、糸通し具の先端をつまんで外
部へ引っ張り出し、糸止め部に係止されている釣り糸を糸導出口から取り出す。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　前記のような構造の従来の中通し竿では、糸通し具を使用して釣り糸を内部経路にセッ
トする際に、糸通し具の先端を糸案内リングに通しにくいという問題がある。これは、糸
案内リングの内径が小さいため、外周面に設けられた糸導入口から糸通し具を入れると、
その先端部分が糸案内リングの装着部端面に引っ掛かりやすいからである。
【０００６】
　本発明の課題は、糸通し具を糸導入口から内部経路に通しやすくすることにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　発明１に係る中通し竿は、糸通し具を用いて釣り糸が内部に挿通される竿であって、竿
体と、 糸案内リングと、糸通し案内部と、 を備えている。竿体
は、外周面に形成され釣り糸を内部に導入するための糸導入口と、内部に形成され釣り糸
を挿通するための内部経路とを有する。

糸案内リングは、内部経路内に
配置され、糸導入口から導入された釣り糸を内部経路に案内するためのリングである。糸
通し具案内部は、竿体の内部に設けられ、糸導入口から導入された糸通し具の先端を糸案
内リングに案内するためのものである。
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糸導入ガイドと、 中空体と

糸導入ガイドは、竿体に固定される舌片状の前固
定部および後固定部と、前固定部および後固定部を連結し糸導入口の上方に位置する連結
部とを有し、リールからの釣り糸を糸導入口に案内する。

中空体は、糸案内リングを装着するために先端側
内周に設けられたリング装着部と、糸導入口に対向可能に外周面に形成された開口とを有
し、糸導入口が形成された竿体内部に装着されている。そして、糸通し具案内部は、中空
体の内周面のリング装着部後方に形成されており、リング装着部に向かって先細り形状と
なっている。



【０００８】
　この構造では、糸通し具を用いて釣り糸を内部経路にセットする場合には、まず、糸通
し具に釣り糸を係止し、糸通し具の先端を糸導入口から挿入する。すると、その先端は、
糸通し具案内部に案内されて糸案内リングに挿通され、内部経路に挿入される。そして、
糸通し具を押して先端を穂先から導出し、先端を摘んで釣り糸を穂先から取り出す。ここ
では、糸案内リングの手前側に糸通し具案内部が設けられているので、糸通し具の先端が
容易に糸案内リングに案内され、糸通し具を糸導入口から内部経路に通しやすくなる。ま
た、

【０００９】
　発明２に係る中通し竿は、発明１に記載の竿において、中空体の竿尻側の端部を封止す
る中栓をさらに備える。この場合には、中空体の竿尻側の端部が封止されるので、濡れた
釣り糸により内部が水で濡れても水や砂等が中空体より竿尻側に回らない。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　図１に示す本発明の一実施形態を採用したルアーフィッシング用の中通し竿は、先細り
筒状の元竿１と、元竿１の先端側に並継形式で連結された先細り筒状の穂先竿２とを有し
ている。元竿１の前端部には糸導入口１ａが形成されている。元竿１の糸導入口１ａの前
後の部分には他の部分より厚肉の肉盛り部１ｂが形成されている。この肉盛り部１ｂを形
成することで内外周を貫通する糸導入口１ａにより曲げ強さが低下するのを防止している
。この糸導入口１ａから竿体内部に導入された釣り糸Ｌは、竿体の内部経路５を通って穂
先竿２の先端開口に装着されたトップガイド６から導出される。元竿１の手元側にはグリ
ップＧを挟んでスピニングリール３が装着可能である。また、元竿１の竿先側には、リー
ル３から釣り糸Ｌを糸導入口１ａに案内する糸導入ガイド４が装着されている。
【００１１】
　糸導入口１ａが形成された元竿１の内部には、図２に示すように、ガイド筒７が嵌め込
まれている。ガイド筒７は、合成樹脂製の円筒部材であり、後端が弾性体製の水止め中栓
８により封止されている。ガイド筒７の周面には糸導入口１ａに対向する開口７ａが形成
されている。ガイド筒７の前部にはリング装着溝７ｂが形成されており、そこにセラミッ
ク等からなる硬質リング９ａが装着されている。リング装着溝７ｂに向かってガイド筒７
の内壁は、先細り形状のテーパ面７ｃになっており、テーパ面７ｃにより釣り糸を竿体内
部に通すのに使用する糸通し具３０の先端３０ａが硬質リング９ａに容易に案内される。
【００１２】
　穂先竿２の後端には尻栓１８が着脱自在に装着されており、尻栓１８の後端には硬質リ
ング９ｂが嵌め込まれている。
【００１３】
　図３～図５に示すように、糸導入ガイド４は、プレス加工等の塑性加工法によりステン
レス鋼板等の金属板を所定の形状に打ち抜き湾曲させて得られたものである。糸導入ガイ
ド４は、舌片状の前固定部１０と、同様に舌片状の後固定部１１と、前後の固定部１０，
１１を連結する連結部１２とを有している。固定部１０，１１はそれぞれ糸を元竿１に巻
き付けることで元竿１に固定されている。連結部１２は、前固定部１０から滑らかに内方
から外方に湾曲し、後固定部１１の前方で折り曲げられたアーチ状に形成されている。
【００１４】
　また、図３から明らかなように、連結部１２の軸方向中間部はその前後の部分に比較し
て徐々に幅が広くなっている。この糸導入ガイド４は、糸導入口１ａの上方にアーチ状連
結部１２の内方湾曲部１２ａが位置するように元竿１に固定されている。この内方湾曲部
１２ａの糸導入口１ａの上方には、開口部１３が形成されている。そして、アーチ状連結
部１２の折り曲げ部分で前方に傾斜したリール側（後方側）傾斜部１２ｂに第１ガイド部
１５が設けられている。第１ガイド部１５は、リール側傾斜部１２ｂに形成された貫通孔
１６と、貫通孔１６の開口縁部に装着されたセラミック等からなる硬質リング１７とを有
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糸通し具案内部と糸案内リングとが中空体に配置されるので、竿体を細工することな
く、糸通し具を糸導入口から内部経路に通しやすくなる。



している。
【００１５】
　連結部１２の幅広部の両側には、図４及び図５から明らかなように、補強リブ１２ｃが
形成されている。補強リブ１２ｃは、連結部１２の幅広部の両側を下方に折り曲げること
で形成されており、この補強リブ１２ｃにより連結部１２の剛性が向上し、連結部１２に
ものが当たっても変形しにくい。このため、硬質リング１７が変形によりはずれにくい。
【００１６】
　開口部１３の後縁には下方に折り曲げられて形成された中間支持部２０が設けられてい
る。中間支持部２０には第２ガイド部２１が設けられている。第２ガイド部２１は、中間
支持部２０に形成された貫通孔２２と、貫通孔２２の開口縁部に装着されたセラミック等
からなる硬質リング２３とを有している。硬質リング２３は、硬質リング１７より内径が
小さい。この中間支持部２０は、ほぼ元竿１の軸に対して垂直に形成されている。この結
果、第２ガイド部２１は、前方に傾斜したリール側傾斜部１２ｂに設けられた第１ガイド
部１５より釣り糸Ｌに対して傾斜して配置されている。
【００１７】
　この糸導入ガイド４を使用する場合は、リール３から繰り出された釣り糸をワイヤ等か
らなる糸通し具３０に取り付け、糸通し具３０の先端３０ａを第１及び第２ガイド部１５
，２１に通した後、糸導入口１ａに導く。このとき、図２に示すように、元竿１内部にガ
イド筒７を装着し、このガイド筒７にテーパ面７ｃを設けたので、糸通し具３０の先端３
０ａが容易に元竿１内の硬質リング９ａに導かれる。糸導入口１ａから竿内部に挿入され
た糸通し具は、竿内部の内部経路５を通して穂先側に導かれ、穂先竿２のトップガイド６
から導出され、それを摘んで取り出すことで釣り糸Ｌが竿の内部経路５に挿通される。
【００１８】
　このような実施形態の構造では、硬質リング９ａの手前側にテーパ面７ｃが設けられて
いるので、糸通し具の先端が容易に硬質リング９ａに案内され、糸通し具３０を糸導入口
１ａから内部経路５に通しやすくなる。
【００１９】
　また、テーパ面７ｃと硬質リング９ａとがガイド筒７に配置されるので、元竿１を細工
することなく、糸通し具３０を糸導入口１ａから内部経路５に通しやすくなる。
【００２０】
　さらに、ガイド筒７の竿尻側の端部が中栓８により封止されるので、濡れた釣り糸によ
り内部が水で濡れても水や砂等が中空体より竿尻側に回らない。
【００２１】
　〔他の実施形態〕
　（ａ）　本発明はルアーフィッシング用の並継形式の中通し竿に限定されるものではな
く、全ての用途形式の中通し竿に適用できる。
【００２２】
　（ｂ）　糸通し具案内用のテーパ面を元竿に直接形成してもよい。
【００２３】
【発明の効果】
　本発明によれば、糸案内リングの手前側に糸通し具案内部が設けられているので、糸通
し具の先端が容易に糸案内リングに案内され、糸通し具を糸導入口から内部経路に通しや
すくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態が採用された中通し竿の側面図。
【図２】　その糸導入口付近の断面拡大図。
【図３】　糸導入ガイドの平面図。
【図４】　糸導入ガイドの断面図。
【図５】　糸導入ガイドの斜視図。
【符号の説明】
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　　１　元竿
　　１ａ　糸導入口
　　３　リール
　　４　糸導入ガイド
　　５　内部経路
　　７　ガイド筒
　　７ｃ　テーパ面
　　８　中栓
　　９ａ　硬質リング
　３０　糸通し具 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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